
入湯税に係る特別徴収義務者の異動変更申告書

郵 便 番 号

住所又は所在地
(本社又は主たる事務所)

　　　　年　　月　　日 ( フ リ ガ ナ )

（あて先）高山市長 氏名又は法人名

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

( フ リ ガ ナ )

法 人 代 表 者
職 氏 名

この申告に応答
する係、担当名

電 話 番 号

経営申告事項に異動があったため、高山市税条例第154条の8の規定に基づき申告します。

　　　　　　年　　　月　　　日

異 動 変 更 後 の 内 容

※ 高 山 市 処 理 欄

特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号

申
告
者
（

経
営
者
）

　□鉱泉浴場廃止　　　□鉱泉浴場休業（再開予定　　年　　月頃）
　□鉱泉浴場名称変更　□鉱泉浴場所在地変更
　□解散　　　　　　　□清算結了
　□商号変更　　　　　□本店等住所又は所在地変更
　□法人代表者変更　　□個人経営者変更
　□その他事項 (                  　　　　  )

鉱 泉 浴 場 施 設 名 称

異　動　変　更　事　項
（いずれかに☑）

異 動 変 更 前 の 内 容

異　動　年　月　日

受 付


